
中央区介護保険サービス事故報告取扱要領 

 

                           平成１５年１０月２０日 

                                                      １５中福介第３５２号 

 

改正 平成１７年１１月２５日 

平成１８年 ９月１４日 

平成１９年 ６月２７日 

平成１９年 ９月２５日 

平成２１年 ５月２２日 

平成２２年 ３月 ９日 

平成２４年 ５月２４日 

平成２６年 ８月１４日 

平成２７年 ３月２５日 

平成２７年 ４月 １日 

平成２７年１０月２７日 

令和３年１１月２４日 

令和６年３月２９日 

 

（目的） 

第１条 この要領は、介護保険法（平成９年法律第１２３号）に基づく「指定居宅サービ

ス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」（平成１１年厚生省令第３７号）第３

７条（第３９条の３、第４３条、第５４条、第５８条、第７４条、第８３条、第９１条、

第１１９条、第１４０条、第１４０条の１３、第１４０条の１５、第１４０条の３２、

第１５５条、第１５５条の１２、第１９２条、第１９２条の１２、第２０５条、第２０

６条及び第２１６条において準用する場合を含む。）及び第１０４条の３（第１０５条

の３、第１０９条において準用する場合を含む。）、「中央区指定地域密着型サービス

の事業の人員、設備及び運営に関する条例」（平成２５年３月中央区条例第１７号）第

４１条（第６０条、第１０９条、第１２９条、第１５０条及び第２０３条において準用

する場合を含む。）、第６０条の１８（第６０条の２０の３、第６０条の３８、第８１

条において準用する場合を含む。）及び第１７６条（第１９０条において準用する場合

を含む。）、「中央区指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準等に関する条例」

（平成３０年６月中央区条例第３１号）第３０条（第３３条において準用する場合を含

む。）、「指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準」（平成１１年厚

生省令第３９号）第３５条（第４９条において準用する場合を含む。）、「介護老人保

健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準」（平成１１年厚生省令第４０号）

第３６条（第５０条において準用する場合を含む。）、「東京都養護老人ホームの設備

及び運営の基準に関する条例」（平成２４年東京都条例第３９号）第２７条、「東京都軽

費老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例」（平成２４年東京都条例第１１４号）



第３１条、「介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準」（平成３０年厚

生省令第５号）第４０条（第５４条において準用する場合を含む。）、「指定介護予防サ

ービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防の

ための効果的な支援の方法に関する基準」（平成１８年厚生労働省令第３５号）第５３

条の１０（第６１条、第７４条、第８４条、第９３条、第１２３条、第１４２条、第１

５９条、第１６６条、第１８５条、第１９５条、第２１０条、第２４５条、第２６２条、

第２７６条、第２８０条及び第２８９条において準用する場合を含む。）、「中央区指

定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護

予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準等に関する条例」（平

成２５年３月中央区条例第１８号）第３８条（第６６条及び第８７条において準用する

場合を含む。）並びに「中央区指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介

護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準等に関する条例」（平

成２７年３月中央区条例第１４号）第２９条（第３５条において準用する場合を含む。）

に規定する事故が発生した場合並びに指定通所介護事業所等の設備を利用した夜間及び

深夜の指定通所介護等以外のサービス（以下「宿泊サービス」という。）を提供する際に

事故が発生した場合の保険者への報告について、必要な事項を定めることを目的とする。 

 （事故の範囲） 

第２条 サービス提供事業者（以下「事業者」という。）が、保険者（以下「区」という。）

へ報告すべき事故の範囲は、事業者の責任の有無にかかわらず、介護サービス又は宿泊

サービスの提供に伴い発生した事故とし、次の各号に該当するものとする。 

 (1) 原因等が次のいずれかに該当する場合 

  ア 身体不自由又は認知症等に起因するもの 

  イ 施設の設備等に起因するもの 

  ウ 感染症、食中毒又は疥癬の発生 

  エ 地震等の自然災害、火災又は交通事故 

   オ 職員、利用者又は第三者の故意又は過失 による行為及びそれらが疑われる場

合 

  カ 原因を特定できない場合 

(2) 次のいずれかに該当する被害又は影響を生じた場合 

ア 利用者が死亡、けが等、身体的又は精神的被害を受けた場合 

イ 利用者が経済的損失を受けた場合 

ウ 利用者が加害者となった場合 

エ その他、事業所のサービス提供等に重大な支障を伴う場合 

 (3) その他、区長が特に報告が必要と判断したもの 

２ 次の各号のいずれかに該当する場合は、前項に該当する場合を含め、報告を要しない

ものとすることができる。 

(1) 比較的軽易なけがの場合 

(2) 老衰等により死亡した場合 

３ 前２項にかかわらず、本区より報告を求められた場合は報告を要するものとする。 



 （報告事項） 

第３条 事業者が、区へ報告すべき事項は、次のとおりとする。 

(1) 提出日、報告区分 

(2) 事故状況 

ア 事故状況の程度 

イ 死亡に至った場合死亡年月日 

(3) 事業所の概要 

ア 法人名 

イ 事業所（施設）名 

ウ 事業所番号 

エ サービス種別 

オ 所在地 

(4) 対象者 

ア 氏名、年齢、性別 

イ サービス提供開始日 

ウ 保険者 

エ 住所 

オ 身体状況（要介護度、認知症高齢者日常生活自立度） 

(5) 事故の概要 

ア 発生日時 

イ 発生場所 

ウ 事故の種別 

エ 発生時状況、事故内容の詳細 

オ その他特記すべき事項 

(6) 事故発生時の対応 

ア 発生時の対応 

イ 受診方法 

ウ 受診先（医療機関名、連絡先） 

エ 診断名 

オ 診断内容 

カ 検査、処置等の概要 

(7) 事故発生後の状況 

ア 利用者の状況 

イ 家族等への報告（報告した家族等の続柄、報告年月日） 

ウ 連絡した関係機関（連絡した場合のみ） 

エ 本人、家族、関係先等への追加対応予定 

(8) 事故の原因分析（本人要因、職員要因、環境要因の分析） 

(9) 再発防止策（手順変更、環境変更、その他の対応、再発防止策の評価時期および結

果等） 



(10) その他特記すべき事項 

 （報告対象者等） 

第４条 事故報告は、事故に関係する利用者が中央区内に現に住所を有する者（住所地特

例者を含む。以下「区民」という。）である場合及び事故が発生した事業者又は施設の所

在地が中央区内の場合に行うこととする。 

 （報告手順） 

第５条 事故が発生した場合の報告の手順については、以下のとおりとする。 

 (1) 第一報 

   ア 事業者は、事故の発生を確認した場合、速やかに家族に連絡するとともに、第３

条第１項第１号から第７号までの内容について、事故報告書（別記第１号様式）

を提出すること。当事者が複数いる場合は、事故当事者一覧（別記第２号様式）

もあわせて提出すること。また、居宅介護支援事業所にも同様の報告を行うもの

とする。 

   イ 緊急を要するものについては事故報告書を提出する前に、電話等、より迅速な

手段により仮報告を行うものとする。 

(2) 途中経過及び最終報告 

   事業者は、第一報の後、適宜途中経過を報告するとともに、事故処理が終了した時

点で第３条第１項第８号から第１０号までの内容を含む最終報告を事故報告書により

行う。ただし、第一報の時点で事故処理が終了している場合は、第一報をもって最終

報とすることができる。この場合、第３条第１項第８号から第１０号までの内容につ

いても、第一報の事故報告書に記載するものとする。 

（区の対応） 

第６条 区は、報告を受けた場合、事故に係る状況を把握するとともに、当該事業者の対

応状況に応じて、保険者として必要な対応を行うものとする。 

２ 区の対応は、原則として事故に関係する利用者が区民の場合とするが、必要に応じて、

他区の介護保険担当や東京都及び東京都国民健康保険団体連合会等と連携を図るものと

する。 

附 則 

 この要領は、平成１７年１２月１日から施行する。 

   附 則 

 この要領は、平成１８年９月１５日から施行する。 

   附 則 

 この要領は、平成１９年７月１日から施行する。 

   附 則 

 この要領は、平成１９年１０月１日から施行する。 

   附 則 

この要領は、平成２１年６月１日から施行する。 

  附 則 

この要領は、平成２２年４月１日から施行する。 



  附 則 

この要領は、平成２４年６月１日から施行する。 

  附 則 

この要領は、平成２６年９月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成２７年４月１日から施行する。 

附 則 

１ この要領は、平成２７年４月１日から施行する。 

 （介護予防訪問介護に関する経過措置） 

２ 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関す

る法律（以下「整備法」という。）附則第１１条又は第１４条第２項の規定によりなお

その効力を有するものとされた整備法第５条の規定（整備法附則第１条第３号に掲げる

改正規定に限る。）による改正前の介護保険法（以下「旧法」という。）第５３条第１

項に規定する指定介護予防サービスに該当する旧法第８条の２第２項に規定する介護予

防訪問介護については、この要領による改正前の中央区介護保険サービス事故報告取扱

要領（以下「旧要領」という。）第１条の規定は、なお、その効力を有する。 

（介護予防通所介護に関する経過措置） 

３ 旧法第５３条第１項に規定する指定介護予防サービスに該当する旧法第８条の２第７

項に規定する介護予防通所介護については、旧要領第１条の規定は、なお、その効力を

有する。 

附 則 

この要領は、平成２７年１１月１日から施行する。 

附 則 

１ この要領は、令和３年１２月１日から施行する。 

２ この要領の施行の際、この要領による改正前の中央区介護保険サービス事故報告取扱

要領の規定により作成した様式で、現に残存するものは、所要の修正を加え、当分の間、

なお、使用することができる。 

附 則 

 この要領は、令和６年４月１日から施行する。 

 


